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生
活

相
談

募
集

市
民
参
加

保
健

催
し

子
育
て

ふ
れ
あ
い

原
爆
の
日
の
黙
と
う

　

今
年
は
、
広
島
市

と
長
崎
市
に
原
爆
が

投
下
さ
れ
て
か
ら
70

年
目
に
当
た
り
ま
す
。

　

原
爆
で
亡
く
な
ら

れ
た
方
の
ご
冥
福
を
祈
り
、
平
和
へ
の

誓
い
を
新
た
に
す
る
た
め
、
黙
と
う
を

お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

●
８
月
６
日
㈭　

午
前
８
時
15
分
か
ら　

●
８
月
９
日
㈰　

午
前
11
時
２
分
か
ら　

い
ず
れ
も
１
分
間

問
合
せ　

市
民
課
（
内
線
７
０
０
）

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　

病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
理
由
で

小
・
中
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
方
を
対

象
に
、
国
が
行
う
試
験
で
す
。
合
格
者

に
は
高
等
学
校
へ
の
入
学
資
格
が
与
え

ら
れ
ま
す
。

対
象　

平
成
28
年
３
月
31
日
現
在
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
方

●
満
15
歳
で
、
義
務
教
育
を
猶
予
・
免

除
さ
れ
た
か
、
日
本
国
籍
が
な
い

●
満
16
歳
以
上

日
程　

10
月
28
日
㈬

＊
申
し
込
み
は
、
８
月
24
日
〜
９
月
11

日
に
、
文
部
科
学
省
へ
書
留
で
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

市
教
委
学
校
教
育
課
（
内
線

８
９
１
）

児
童
扶
養
手
当

　

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る

児
童
を
養
育
し

て
い
る
父
や
母
、

養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

対
象
事
由　

●
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し

た　

●
父
か
母
が
死
亡
し
た　

●
父
か

母
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る　

●
父
か

母
の
生
死
が
不
明　

●
父
か
母
か
ら
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る　

●
父
か
母

が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
り
裁
判
所

か
ら
保
護
命
令
を
受
け
た　

●
父
か
母

が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る　

●
婚

姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

＊
次
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
手
当
を
受
給
す
る
方
と
そ
の
家
族
に

一
定
の
所
得
が
あ
る　

●
手
当
を
受
給

す
る
方
や
児
童
が
受
給
で
き
る
公
的
年

金
な
ど
の
額
が
、
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
額
を
上
回
っ
て
い
る

支
給
額
（
月
額
）　

●
児
童
１
人
目
＝

９
９
１
０
円
〜
４
万
２
０
０
０
円
（
８

月
１
日
現
在
）　

●
児
童
２
人
目
＝
５

０
０
０
円
加
算　

●
児
童
３
人
目
以
降

＝
１
人
に
つ
き
３
０
０
０
円
加
算

＊
支
給
は
、
児
童
が
18
歳
に
達
し
た
後

の
最
初
の
３
月
分
ま
で
で
す
。

＊
児
童
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場
合

は
、
届
け
出
に
よ
り
20
歳
に
達
す
る
ま

で
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
現
況
届
の
提
出

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
８
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
８
月
31
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
し
な
い
場
合
は
、
８
月
分

以
降
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
る
方

　

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
る
方
で

も
、
年
金
受
給
額
が
児
童
扶
養
手
当
支

給
額
よ
り
少
な
い
場
合
は
、
そ
の
差
額

が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

児
童
家
庭
課（
内
線
６
１
５
）

き
た
ひ
ろ
サ
ン
パ
ー
ク
に

植
樹
し
ま
し
た

　

公
益
財
団
法
人

似
鳥
文
化
財
団
の

ニ
ト
リ
北
海
道
応

援
基
金
の
助
成
を

受
け
て
、
ニ
オ
イ

ヒ
バ
80
本
、
ニ
ト

リ
ザ
ク
ラ
6
本
を

植
樹
し
ま
し
た
。

問
合
せ　

都
市
整
備
課（
内
線
７
５
１
）

中
退
共
の
退
職
金
制
度

　

中
小
企
業
で
働
く
従
業
員
の
た
め
の

国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

特
典　

●
掛
け
金
の
一
部
を
国
が
助
成

し
ま
す　

●
掛
け
金
は
全
額
非
課
税
で

手
数
料
は
掛
か
り
ま
せ
ん　

●
外
部
積

み
立
て
型
で
管
理
が
簡
単
で
す　

●
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
加
入
で
き
ま
す

問
合
せ　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業

本
部（
☎
03
〜
６
９
０
７
〜
１
２
３
４
）

相　

談

弁
護
士
に
よ
る

消
費
生
活
相
談

日
時　

８
月
20
日
㈭　

午
後
３
時
〜
５

時
30
分

＊
電
話
で
の
予
約
が
必
要
で
す
。
相
談

時
間
は
約
30
分
間
で
す
。

会
場
・
申
込
み　

消
費
生
活
相
談
室
（
市

役
所
第
３
庁
舎
３
階
・
内
線
８
６
６
）

巡
回
子
ど
も
の
権
利
相
談

日
時　

８
月
22
日
㈯　

午
前
10
時
〜
午

後
４
時
30
分　

会
場　

団
地
児
童
セ
ン
タ
ー
（
広
葉
交

流
セ
ン
タ
ー
内
）

内
容　

友
人
・
親
子
関
係
な
ど
、
子
ど

も
の
権
利
侵
害
に
関
す
る
こ
と

＊
誰
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

＊
直
接
、
会
場
に
来
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

児
童
家
庭
課（
内
線
８
９
９
）

自衛隊演習島松演習場

問合せ　防災・庁舎建設課（内線652）

日時　８月１日㈯～５日㈬　
午前７時～午後８時（正午
～午後１時を除く）
実施部隊　第７師団、第11
旅団、第１特科団
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